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繭
　
は
　
じ
　
め
　
に

　
　
　
　
　
　
　
　
〔

　
　
抵
当
債
務
者
が
、
自
己
の
た
め
に
、
抵
当
目
的
物
に
つ
き
、
損
害
保
険
契
約
を
締
結
し
た
蹴
合
に
、
抵
当
権
は
、
そ
の
目
的
物
の
滅
失

　
叉
は
殿
損
に
因
り
被
保
険
者
た
る
抵
当
債
務
者
が
受
取
る
べ
き
保
険
金
な
い
し
保
険
金
債
権
に
対
し
て
、
当
然
に
、
そ
の
効
力
を
及
ぼ
す

　
の
で
あ
る
か
・
に
つ
い
て
は
、
わ
が
齎
法
に
も
民
法
に
も
明
文
の
規
定
が
存
在
し
な
い
。
そ
こ
で
、
唯
一
の
手
掛
り
と
し
て
、
民
法
三
〇
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

　
四
条
を
準
用
し
た
民
法
三
七
二
条
が
取
上
げ
ら
れ
、
そ
の
解
釈
論
と
し
て
、
右
の
問
題
を
否
定
す
る
説
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
少
数
説
で
あ

　
つ
て
・
姦
の
学
龍
な
ら
び
に
・
判
廃
は
・
こ
れ
を
肯
定
し
て
・
抵
当
権
の
効
力
榛
険
金
妙
義
盈
と
し
て
い
る
。
肯
定
説
の
論
・

拠
は
隻
で
あ
る
鎌
髭
、
肯
定
説
が
抵
当
権
に
基
く
物
上
代
位
制
度
な
ら
び
に
保
険
金
債
権
の
法
的
性
質
に
マ
．
チ
し
－
る
か
否
、
鯛

醜
を
検
討
し
た
い
眼
思
猷
合
利
四
三
（
第
三
者
保
険
成
立
説
）
　
一
　
　
雛

　
　
　
　
　
　
　
　
〔

ρ



説
エ
↓
ン
ベ
ル
外
ビ
れ
弾
運
霧
者
（
所
薯
）
が
抵
当
目
的
物
に
つ
き
保
険
契
約
を
籍
す
る
揚
△
・
に
は
、
自
己
の
所
有

論
者
利
益
の
外
に
、
同
時
に
、
黙
示
的
に
、
目
的
惣
つ
い
て
抵
当
馨
の
有
す
る
抵
当
馨
利
益
を
も
被
倭
利
益
と
し
て
、
い
わ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
ゆ
　
カ

　
ニ
つ
の
被
保
険
利
益
を
競
合
的
に
保
険
に
付
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
目
的
物
滅
失
の
場
合
、
競
合
利
益
者
（
困
（
O
昌
咋
q
鴇
h
①
昌
酔
）
た
る
抵
当

　
権
者
が
・
自
己
の
有
ナ
る
利
益
の
高
だ
け
・
保
険
者
に
対
し
て
鞍
接
臨
に
権
利
を
行
使
し
う
る
の
は
当
然
で
あ
る
し
と
す
る
。

　
　
し
か
し
、
こ
れ
ば
、
次
の
三
点
か
ら
非
難
さ
れ
う
る
。

　
．
ω
　
所
有
者
が
抵
当
権
者
の
細
め
に
す
る
保
険
、
す
な
わ
ち
、
第
三
者
の
遼
め
の
促
険
契
約
を
締
結
す
る
場
合
に
ぱ
、
第
三
者
に
保
険
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
債
権
を
取
得
せ
し
め
る
旨
の
特
別
の
・
明
示
の
合
意
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
，
獣
示
の
意
思
表
示
を
以
て
せ
足
ら
な
い
。
し
た
が
つ
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へ
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て
契
約
当
事
者
聞
に
か
、
る
明
示
の
合
意
な
き
限
り
、
当
然
に
、
保
険
契
約
者
自
身
の
み
が
被
保
険
者
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
抵
当
権
者

　
－
が
権
利
を
行
使
し
う
べ
き
理
由
が
な
い
。

　
②
　
か
り
に
、
か
、
る
明
示
の
合
意
が
所
有
者
と
保
険
者
と
の
闇
に
存
在
し
て
抵
当
権
者
の
た
め
に
す
る
保
険
契
約
が
成
立
し
た
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヨ
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ヵ
　
　
も
　
　
ゐ

　
と
、
こ
の
場
合
、
抵
当
権
者
は
、
被
保
険
者
と
し
て
自
己
独
立
の
保
険
金
債
権
を
保
険
者
に
対
し
て
直
接
に
取
得
す
る
こ
と
拡
な
る
が
、

　
物
上
代
位
に
お
い
て
抵
当
権
者
に
対
し
て
責
任
を
負
担
す
る
保
険
金
債
権
は
、
抵
当
債
務
者
た
る
所
有
者
が
取
得
す
る
も
の
に
限
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　

　
の
で
あ
る
か
ら
、
全
然
別
箇
の
問
題
で
あ
る
。

　
　
②
　
ま
た
、
保
険
関
係
発
生
后
、
二
十
年
目
経
過
し
て
は
じ
」
め
て
、
保
険
の
目
的
物
の
上
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
よ
う
な
場
合
を
考
え
る

　
と
、
　
「
が
転
る
場
合
に
は
、
二
＋
年
も
前
か
ら
、
何
人
か
後
に
出
現
す
べ
き
抵
当
権
者
の
売
め
に
、
あ
ら
か
じ
め
、
所
有
者
が
保
険
契
約

　
を
締
結
し
て
お
い
た
の
だ
」
と
い
う
が
如
き
理
論
構
成
は
、
余
り
に
も
技
巧
的
で
、
事
実
に
反
す
る
が
故
に
、
労
多
く
し
て
益
の
な
い
試

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

　
み
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
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合
意
譲
渡
説
な
い
し
質
入
説
　
　
　
－
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。
、

リ
ッ
プ
マ
ン
は
次
の
よ
う
に
い
5
2
¢
）
建
物
保
険
に
お
い
て
は
底
当
債
務
者
は
㍉
建
物
が
滅
失
芝
揚
合
、
抵
当
権
者
の
弁
蒙
領

「
可
能
性
が
減
少
す
る
こ
と
に
そ
な
え
て
、
支
払
わ
る
べ
き
保
険
金
を
、
あ
ら
か
じ
め
、
譲
渡
叉
は
質
入
し
て
♪
抵
当
権
者
の
満
足
の
た
め

に
保
険
金
を
充
当
せ
し
め
る
旨
の
黙
示
似
契
約
が
、
抵
当
権
設
定
当
時
、
す
で
に
、
抵
当
権
者
と
抵
当
債
務
者
闇
に
締
結
せ
ら
れ
て
い
る

が
故
に
、
こ
の
契
約
に
基
い
て
、
抵
当
権
者
は
、
そ
の
権
利
を
行
思
す
る
の
だ
」
と
。

　
右
の
説
明
に
は
、
次
の
欠
点
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
・
保
険
事
故
発
生
に
至
る
ま
で
は
、
保
険
金
債
権
櫨
、
未
が
不
確
定
の
債
権
で
あ
る

か
ら
、
、
か
量
る
不
確
定
債
権
が
、
確
定
債
権
に
な
る
以
前
に
護
興
研
は
質
入
さ
れ
う
る
か
否
か
も
問
題
で
あ
り
、
殊
に
、
被
保
険
利
益
の
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移
転
を
伴
う
こ
と
な
し
に
、
条
件
付
の
保
険
金
債
権
が
譲
渡
さ
れ
う
る
か
否
か
に
つ
い
て
も
争
が
あ
る
。
か
り
に
、
一
歩
を
譲
っ
て
、
条

件
付
保
険
金
管
権
の
譲
渡
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
保
険
金
債
権
の
譲
渡
を
、
債
務
者
た
る
保
険
者
に
対
抗
す
る
た
め
に
は
、
通
知
叉

　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
四
）
　
　
　
　
，
　
〆

は
承
諾
が
必
要
で
あ
る
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コ
モ
　

　
ま
た
、
物
上
代
位
は
、
当
事
者
の
合
意
に
基
く
も
の
に
あ
ら
す
し
て
、
法
律
上
当
然
に
（
甘
ω
o
」
旨
①
）
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

物
上
代
位
を
、
譲
渡
で
以
て
説
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
点
が
、
合
意
譲
渡
書
の
最
大
の
華
言
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
危
険
引
受
者
受
．
益
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

　
　
　
肯
定
説
の
第
三
は
、
「
危
険
ノ
属
ス
ル
人
二
利
益
モ
帰
属
ス
ル
（
O
o
§
ヨ
9
β
§
①
冨
。
ρ
①
ω
。
・
①
O
o
げ
g
o
巳
器
℃
臼
一
2
ぎ
ヨ
。
り
諜
）
」
と

説
・
い
う
。
↓
誇
を
引
用
菱
働
．
こ
れ
は
、
コ
定
の
護
に
基
く
危
険
を
引
受
け
る
者
は
、
そ
の
馨
を
発
生
芒
め
た
る
妻
が
原

論
因
と
な
つ
で
、
そ
れ
が
同
時
に
、
被
害
者
に
利
益
を
生
ぜ
し
め
た
揚
合
、
そ
の
損
害
の
引
受
者
が
、
そ
の
利
益
を
も
同
時
に
享
受
す
る
」

＼
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説
と
い
う
意
味
で
、
抵
当
目
的
物
滅
失
の
場
ム
・
、
．
、
こ
れ
に
よ
り
損
害
を
蒙
る
の
は
抵
当
選
者
に
あ
ら
す
し
て
抵
当
奪
で
あ
る
か
ら
、
目

論
的
物
滅
失
を
機
塾
し
憂
交
わ
る
べ
議
険
穣
、
当
然
、
抵
当
馨
に
震
す
る
圭
塾
す
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
こ
れ
に
反
対
の
学
説
ば
次
の
如
く
い
う
。

　
ω
　
目
的
物
の
末
羅
。
滅
失
に
因
り
損
害
を
蒙
る
の
は
、
こ
の
場
合
、
抵
当
権
者
で
は
な
く
し
て
、
抵
当
債
務
者
（
所
有
者
）
で
あ
る
ゆ

　
抵
当
権
者
は
、
目
的
物
滅
失
に
伴
い
抵
当
権
を
喪
失
す
る
か
ら
、
た
し
か
に
、
被
担
保
債
権
の
弁
済
可
能
性
の
減
少
と
い
う
点
で
損
害
を

　
蒙
る
と
い
え
ば
い
え
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
目
的
物
が
滅
失
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
そ
れ
だ
け
の
事
実
を
以
て
、
抵
当
権
者
に
損

　
害
あ
σ
と
は
い
い
，
切
れ
な
い
。
、
け
だ
し
、
抵
当
目
的
物
が
滅
失
し
た
暴
説
と
い
え
ど
も
、
抵
当
債
権
自
体
は
依
然
と
し
て
存
続
す
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヴ
　
ほ
　
　
　
　

　
ら
、
別
に
、
債
務
者
に
資
力
が
あ
ヴ
さ
え
ず
れ
ば
、
弁
済
期
到
来
時
、
弁
済
さ
れ
る
可
能
性
は
、
な
お
残
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
②
　
ま
た
、
目
的
物
滅
失
に
よ
り
抵
当
債
務
者
は
自
己
の
所
有
物
を
喪
失
す
る
が
故
に
、
い
く
ら
其
所
有
物
⑳
上
に
抵
当
権
の
設
定
あ
り

　
と
ぼ
い
え
、
現
実
に
所
有
物
の
交
換
価
値
に
相
当
す
る
だ
け
の
韻
害
を
蒙
る
と
想
わ
ね
ば
な
ら
な
船
。
」
し
た
が
っ
て
、
抵
当
債
務
者
に
損

　
害
な
し
と
い
い
う
る
た
め
に
ば
、
そ
の
損
害
を
カ
バ
ー
し
う
べ
き
保
険
金
が
彼
に
支
払
わ
れ
た
る
こ
と
を
要
す
る
。
し
か
る
に
、
こ
の
保

　
険
金
が
抵
当
権
者
に
支
払
わ
れ
る
な
ら
ば
、
依
然
と
し
て
、
抵
当
債
務
者
は
損
害
を
蒙
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
　
「
危
険
ノ
属
ス
ル
人
二
利

　
益
モ
亦
所
属
ス
ル
」
と
い
う
ロ
ー
マ
法
諺
に
し
た
が
っ
て
も
、
保
険
金
は
、
抵
当
債
務
者
の
み
、
叉
は
、
抵
当
債
務
者
と
抵
当
権
者
の
両

　
者
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
で
、
抵
当
権
者
の
み
が
受
取
り
う
べ
き
理
由
が
な
い
。
・

　．

戟
@
ま
た
、
こ
の
場
合
、
，
利
益
（
O
O
§
ヨ
a
郎
ヨ
）
と
考
え
ら
れ
る
所
の
保
険
金
は
、
物
の
滅
失
・
殿
損
に
基
い
て
発
生
す
る
も
の
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
ら
す
し
て
、
抵
当
賃
務
者
と
保
険
者
と
の
聞
に
締
結
ぜ
ら
れ
た
保
険
契
約
に
基
い
て
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
損
害
と
利
益
と
が
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　

　
　
一
事
実
に
基
い
て
発
生
す
る
と
は
い
い
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
、
上
述
の
ロ
ー
マ
法
諺
を
引
用
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
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コ

　
　
　
　
　
　
」
，
　
五
　
物
化
理
論
（
＜
鶏
α
百
α
q
自
。
び
属
昌
α
q
O
夢
8
鉱
o
Y
な
い
し
「

　
　
　
　
　
　
　
　
〔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
噛
従
物
説
パ
蜀
。
誘
貯
①
嵩
夢
8
鼠
①
）
層
　
　
　
　
　
馳
　
畠
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
－
∵
さ
’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ニ
ニ
）

　
　
　
　
　
　
　
つ
ニ
　

　
　
ギ
ー
ル
ケ
は
、
「
賃
借
権
（
言
凶
0
8
）
が
、
本
来
、
純
粋
に
人
朗
な
債
権
で
あ
る
に
も
か
転
わ
ら
す
、
『
売
買
は
賃
貸
借
を
破
ら
す
』
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
つ
　
　
つ
　
　
ヤ
　
　
う

　
原
則
の
確
立
に
よ
っ
て
物
化
さ
れ
て
い
る
の
と
同
様
に
、
保
険
金
債
権
も
、
目
的
物
と
0
密
接
な
結
合
関
係
に
基
い
て
、
本
来
有
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
も
　
　
ゐ
　
　
も
　
　
あ
　
　
つ
　
　
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぼ

　
た
純
粋
に
人
的
な
色
彩
が
払
拭
さ
れ
て
、
物
化
さ
れ
て
い
る
（
ぐ
Φ
a
一
口
」
四
嵩
6
け
貯
　
一
ω
酔
）
が
故
に
、
「
目
的
物
と
法
的
運
命
を
共
に
す
る
。
し

　
た
が
っ
て
、
目
的
物
が
抵
当
権
者
に
対
し
て
責
任
を
負
う
場
合
に
は
、
影
の
形
に
添
う
が
如
く
に
、
保
険
金
債
権
も
抵
当
権
に
対
し
τ
責

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ヨ
　

　
任
を
負
う
の
は
当
然
な
り
」
、
と
す
る
。
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
．

一
　
従
物
説
ば
、
　
「
保
険
金
債
権
ば
、
保
険
の
目
的
物
の
殿
滅
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
発
生
す
る
所
の
・
抵
当
目
的
物
の
代
物
（
の
瓢
N
目
O
伽
q
鋤
け
）

　
　
で
は
な
い
寮
、
主
物
た
る
抵
当
目
的
物
に
附
属
し
、
・
主
物
の
処
分
に
従
う
所
の
従
物
（
㎞
U
①
民
け
鰐
口
①
9
　
0
α
．
　
N
一
口
び
①
げ
α
H
）
で
あ
る
か
ら
、
主

　
物
に
つ
い
て
抵
当
権
を
有
す
る
債
権
者
に
対
し
て
責
任
を
負
う
の
は
当
然
で
あ
る
」
と
す
る
の
で
あ
り
、
ギ
ー
ル
ヶ
の
物
化
理
論
も
、
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
局
に
お
い
て
、
保
険
金
債
権
の
従
物
性
を
承
認
す
る
も
の
で
、
両
説
を
区
別
す
る
こ
と
ほ
困
難
で
あ
る
。
こ
の
ギ
ー
ル
ヶ
の
説
は
、
さ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
ニ
ム
ハ
　

　
　
に
、
ラ
イ
ン
ペ
ッ
ク
に
に
よ
つ
て
発
展
せ
し
め
ら
れ
た
が
、
こ
の
説
に
対
し
て
は
、
か
な
り
反
対
論
が
あ
る
。

　
ω
保
険
金
債
権
が
従
物
で
あ
る
と
い
い
う
る
た
め
に
は
、
B
G
B
九
〇
条
艦
九
七
条
（
日
本
民
法
八
五
条
・
八
七
条
）
に
よ
っ
て
》
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
セ
ソ

　
．
険
金
債
権
が
有
体
動
産
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
。
け
だ
し
、
，
従
物
と
は
、
主
物
た
る
土
地
．
建
物
な
ど
の
経
済
的
目
的
に
継
続
的
に
供
せ

　
ち
れ
、
か
つ
、
か
瓦
る
用
途
に
か
な
っ
た
揚
所
的
関
係
に
あ
る
独
立
の
動
産
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
も
の
で
、
そ
れ
拭
有
体
動
産
に
限
ら

説　
　
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
の
財
産
権
（
た
と
え
ば
指
名
債
権
）
は
従
物
性
を
も
ち
え
な
い
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
保
険
金

論
債
奮
有
体
動
産
に
あ
ら
ざ
る
が
故
に
・
抵
当
目
的
物
の
従
物
と
い
う
こ
と
は
で
裂
題
　
、
　
　
・
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論説
②
　
ギ
」
ル
ヶ
の
物
化
理
論
は
、
こ
の
盛
合
、
－
た
し
か
に
巧
妙
な
説
明
で
あ
る
が
、
彼
が
こ
の
理
論
を
正
当
化
す
る
た
め
起
、
冒
唯
一
の
根

拠
と
し
て
6
1
製
す
る
の
は
・
ド
イ
ツ
に
お
け
る
歴
史
的
な
立
法
例
の
中
に
点
在
す
る
・
物
化
さ
れ
た
債
乱
撃
あ
り
・
或
は
・
保
険
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゴ
ら
　

が
保
険
の
目
的
物
（
被
保
険
家
屋
な
ど
）
に
貼
布
し
て
保
険
金
支
払
債
務
の
存
在
を
表
示
す
る
所
の
・
火
災
保
険
章
（
悶
①
信
臼
ヨ
銭
胃
①
）

で
あ
る
が
、
、
こ
れ
ら
の
歴
史
的
な
事
例
を
列
挙
す
る
だ
け
で
は
、
’
保
険
金
債
権
の
物
化
の
理
論
的
根
拠
を
説
明
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
「

い
。
け
だ
し
、
歴
史
葡
に
い
か
程
、
債
権
の
物
化
の
事
例
が
あ
っ
た
か
を
挙
証
し
、
或
は
、
現
在
、
保
険
金
債
権
の
物
井
を
表
象
せ
し
め

る
が
如
き
事
実
が
あ
る
こ
と
を
い
く
ら
列
挙
し
た
所
で
、
一
体
何
が
故
に
、
保
険
金
債
権
と
保
険
の
目
的
物
と
の
問
に
物
的
関
連
が
存
在

す
る
の
か
，
し
た
が
っ
て
叉
、
い
か
な
る
根
拠
に
基
い
て
保
険
金
債
権
が
抵
当
権
に
対
し
て
責
任
を
負
う
の
か
。
そ
の
理
論
的
根
拠
を
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
こ

か
に
す
る
こ
ま
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
コ

　
　
　
　
　
　
　
六
代
物
理
論
（
ω
鐸
霞
。
σ
q
鋤
鉱
o
b
ω
嘗
①
o
ユ
。
）

　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ニ
ニ
　
ロ

　
・
わ
れ
わ
れ
は
、
噛
最
后
に
残
さ
れ
た
・
最
も
有
力
な
肯
定
説
で
あ
り
、
肯
定
説
を
と
る
学
説
の
大
部
分
が
そ
の
論
拠
と
し
て
い
る
所
の
・

代
物
理
論
を
検
討
す
べ
き
段
階
に
来
た
が
、
そ
の
前
に
、
一
応
て
こ
で
、
抵
当
権
の
本
質
・
し
た
が
っ
て
叉
、
抵
当
権
に
基
く
物
上
代
位

制
度
の
本
質
を
反
省
し
て
お
ズ
こ
と
が
心
意
で
あ
り
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
代
物
理
論
を
批
判
し
よ
う
。

一
、
物
上
代
位
制
度
の
本
質
　
　
．
　
　
抵
当
権
が
物
権
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
つ
ら
ぬ
け
ば
、
物
権
は
其
目
的
物
の
滅
失
に
よ
っ
て
当

然
に
消
滅
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
蜷
宅
目
的
物
が
滅
失
し
た
と
き
は
・
た
と
い
そ
の
価
値
が
他
の
溶
溶
に
変
じ
て
、
た
と
え
ば
、
損
害
賠

償
請
求
権
と
い
う
変
形
物
を
生
じ
た
と
し
て
も
、
そ
の
変
形
物
に
抵
当
権
の
効
力
が
及
ぶ
理
由
は
な
い
か
ら
、
こ
の
い
み
で
は
、
物
上
代
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ
　
　

制
度
ぱ
、
特
に
、
抵
当
権
者
を
保
護
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
特
別
の
例
外
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
な
る
。
し
か
し
、
私
は
こ
の
説
を
と

」
ら
な
い
で
、
抵
当
権
は
、
用
益
物
権
と
異
り
、
目
的
物
の
実
体
（
σ
Q
戯
び
。
ゆ
鉾
田
N
）
の
把
握
・
別
言
す
れ
ば
、
目
的
物
の
使
用
価
値
の
取
得
を 23（1●62）　62



，

　
目
的
と
す
る
所
の
罪
体
権
（
o
◎
¢
げ
。
。
け
§
o
o
算
）
に
あ
ら
す
し
て
、
む
し
ろ
、
目
的
物
の
．
交
換
価
値
の
取
得
を
目
的
と
す
る
所
の
価
値
権

八
≦
①
謎
8
算
）
で
あ
る
と
笠
置
）
し
た
が
っ
て
・
担
保
物
の
価
繁
他
の
型
態
に
変
じ
た
二
合
に
は
、
本
来
の
抵
当
権
は
、
其
璽

　
性
を
保
ち
つ
、
其
変
形
物
の
上
に
及
ぶ
こ
と
は
、
む
し
ろ
抵
当
権
が
価
値
権
た
る
こ
と
に
基
ぐ
当
然
の
事
理
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
．
物

　
上
代
位
の
原
則
は
、
担
保
権
者
を
特
に
保
護
せ
ん
が
た
め
の
例
外
的
特
則
で
は
な
く
し
て
、
担
保
権
の
価
値
権
た
る
本
質
か
ら
当
然
に
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
コ
ハ
　

　
出
ざ
れ
る
原
則
．
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
　
し
た
が
っ
て
、
物
上
代
位
．
の
対
象
と
な
る
も
の
は
、
目
的
物
の
交
換
価
値
が
そ
の
形
を
変
え
て
崖
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
つ
　
　
で
　
　
　
　
わ

　
の
で
あ
b
、
，
民
法
三
〇
四
条
の
「
量
的
物
ノ
滅
失
叉
八
前
二
二
因
」
テ
受
ク
．
ベ
キ
金
美
其
他
ノ
物
…
…
…
…
し
と
い
う
法
文
の
主
旨
は
、

　
①
滅
失
の
事
実
と
保
険
金
な
ど
変
形
物
の
発
生
と
の
聞
に
因
果
関
係
の
存
在
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
規
定
す
る
と
汐
時
に
、
②
変
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
セ
　

　
・
物
が
月
的
物
の
交
換
価
値
の
変
形
（
代
表
物
Y
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
旨
を
規
定
し
た
も
の
と
解
す
る
。

　
　
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
ω
保
険
金
債
権
が
目
的
物
の
交
換
価
値
の
変
形
と
い
い
う
る
か
、
㈲
、
滅
失
・
含
損
の
事
実
と
保
険
金

　
債
権
の
発
生
と
の
間
に
因
果
関
係
が
あ
る
か
・
の
問
題
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
八
）
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
・
二
、
代
物
理
論
は
、
　
　
　
「
保
険
の
目
的
物
が
滅
失
な
い
し
殿
損
し
た
揚
合
、
支
払
わ
る
べ
き
保
険
金
は
、
滅
失
・
殿
損
に
よ
つ
て
失

　
わ
れ
た
抵
当
目
的
物
の
価
値
の
、
実
質
的
・
経
済
的
代
物
（
代
表
物
・
代
位
物
・
変
形
物
・
残
存
価
値
な
ど
と
訳
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は

　
要
す
る
に
d
D
鐸
胃
。
ひ
q
暮
の
訳
で
あ
る
）
で
あ
る
か
ら
、
抵
当
権
の
効
力
が
保
険
金
に
及
ぶ
の
は
当
然
な
り
」
と
す
る
。
　
こ
れ
が
肯
定
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
ニ
ぬ
　

　
　
の
論
拠
の
代
表
的
な
も
の
で
、
主
と
し
て
、
こ
の
理
論
の
当
否
を
め
ぐ
っ
て
、
論
争
が
展
開
さ
れ
て
き
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　
　
．
し
か
し
、
右
の
代
物
理
論
拭
次
の
如
く
批
判
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
、

説
　
　
そ
も
く
・
保
険
金
が
目
的
物
の
代
物
と
い
い
う
る
か
否
か
が
問
題
で
あ
る
に
も
か
製
わ
ら
す
、
代
物
理
論
は
、
た
ぼ
、
　
「
保
検
金
は

論
勢
野
蚕
・
経
涛
的
に
み
て
・
目
的
物
の
代
物
と
い
う
べ
き
で
泌
る
」
と
す
る
に
止
り
、
そ
れ
以
上
何
ら
の
説
明
を
も
加
肉
な
い
の
だ
か
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’

ノ

　
ら
・
問
を
以
て
問
に
答
え
る
も
の
と
い
わ
尋
る
を
手
・
少
し
も
解
湶
に
な
っ
て
い
な
．
趨

説　
　
夜
し
か
に
、
経
済
的
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
保
険
金
は
保
険
の
目
的
物
が
形
を
変
え
て
出
て
き
た
所
の
。
目
的
物
の
代
物
で
あ
る
ま
い

論　
　
つ
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
し
、
社
会
常
識
さ
し
て
は
、
保
険
契
約
者
の
目
的
は
、
目
的
物
滅
失
の
際
、
目
的
物
に
代
る
金
曳
的
価
値
の

　
取
得
に
あ
り
、
こ
の
場
合
、
保
検
は
目
的
物
の
交
換
価
値
維
持
の
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
・
と
す
る
方
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら

　
れ
る
場
合
が
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
’
し
か
し
、
か
異
る
経
済
的
・
常
識
的
な
見
地
の
み
に
基
い
て
、
法
律
上
の
理
論
を
構
成
し
、
保
険
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ

　
債
権
の
法
的
性
質
を
決
定
す
る
こ
と
は
正
当
と
は
い
え
な
い
。
．

　
　
物
上
代
位
に
お
い
て
目
的
物
の
代
物
と
し
て
典
型
的
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
目
的
物
売
却
の
際
に
発
生
す
る
売
買
代
金
で
あ
る
が
、
売
、

　
買
代
金
は
、
魚
商
契
約
と
い
う
・
最
も
典
型
的
な
交
換
価
値
実
現
手
段
に
よ
っ
て
、
目
的
物
の
交
換
価
億
の
実
現
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、

　
物
の
代
物
な
い
し
変
形
物
な
り
と
い
う
て
と
が
で
を
る
し
、
賃
貸
借
契
約
に
基
い
て
発
生
し
た
賃
料
も
、
同
様
に
、
目
的
物
の
交
換
価
値
の

　
二
部
が
そ
の
形
を
変
え
て
出
現
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
て
も
、
こ
れ
ら
売
買
代
金
・
賃
料
と
同
一
の
い
み
に
お
い
て
、
保
険
金
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　

　
目
的
物
の
担
保
価
値
（
交
換
価
値
）
が
そ
の
形
を
変
え
て
、
物
の
代
り
に
出
現
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
け
だ
し
、
売
買

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
マ

　
代
金
は
同
的
物
の
売
却
に
因
り
て
生
じ
た
も
の
で
、
目
的
物
売
却
と
代
金
発
生
と
の
間
に
は
必
然
的
な
因
果
関
係
が
あ
る
が
、
保
険
金
ぽ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
　
う
　
　
あ

　
目
的
物
の
殿
滅
に
因
り
て
発
生
し
た
も
の
と
は
い
い
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
滅
失
の
事
実
と
保
険
金
債
権
の
発
生
と
の
間
に
は
因
果
関
係

　
が
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
を
詳
説
し
よ
う
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ニ
　

　
　
保
険
金
は
、
有
償
契
約
た
る
保
険
契
約
に
基
き
、
既
に
支
払
わ
れ
た
る
保
険
料
の
対
価
（
勺
属
a
＝
9
）
と
し
て
、
保
険
者
か
ら
被
保
険

　
者
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
、
目
的
物
が
滅
失
し
た
こ
壬
の
結
果
、
喪
失
さ
れ
た
交
換
価
値
に
対
す
る
対
価
と
し
て

　
支
払
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
大
数
観
察
の
方
法
に
よ
っ
て
、
保
険
料
の
総
額
と
、
保
険
金
の
総
額
と
が
」
致
す
る
よ
う
に
保
険
は
経
営

　
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
個
々
の
被
保
険
者
に
つ
い
て
考
え
れ
ば
、
保
険
料
と
保
険
金
と
が
等
価
関
係
に
立
つ
と
は
い
い
難
い
暢
合
も
起

（1●64）　64



O

り
う
る
が
、
保
険
関
係
者
全
部
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
給
付
反
対
給
付
対
等
の
原
則
が
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
か
ら
、
保
険
料
に
対
す
る
反
対

給
付
と
し
て
保
険
金
が
支
払
わ
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
揚
合
、
保
険
事
故
の
発
生
は
、
既
に
保
険
事
故
発
生
前
、
保
険
契
約
成
立
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ

同
時
に
、
骨
導
か
ら
条
件
付
に
成
立
し
て
い
る
保
険
金
債
権
の
、
具
体
化
の
た
め
に
必
要
な
契
機
（
O
o
俘
霧
剛
。
昌
）
で
は
あ
っ
て
も
、
保
険

金
債
権
が
そ
れ
に
基
い
て
始
め
て
発
生
す
る
所
の
、
み
な
も
乏
、
す
な
わ
ち
、
発
生
原
因
（
の
O
‘
噌
O
①
）
で
は
な
い
。
売
買
代
金
は
、
目
的

吻
の
売
却
以
前
に
ぱ
成
立
せ
す
、
目
的
物
の
売
却
に
よ
り
て
は
じ
め
て
発
生
す
る
庵
の
で
あ
る
が
、
保
険
金
債
権
は
、
目
的
物
の
滅
失
・

殿
損
に
因
り
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
保
険
契
約
成
立
の
当
初
か
ら
既
甚
条
件
付
債
権
（
目
的
物
滅
失
を
停
止
条
件
と
し

て
支
払
わ
れ
る
と
い
う
素
話
で
〉
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
目
的
物
滅
失
の
事
実
と
保
険
金
債
権
発
生
さ
の
間
に
因
果
関

係
が
存
在
し
な
い
。
保
険
金
債
権
の
発
生
原
因
は
、
あ
く
ま
で
も
保
険
契
約
と
い
う
・
目
的
物
滅
失
の
講
評
と
は
一
応
無
関
係
の
法
律
行

為
に
基
く
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
保
険
金
が
担
保
目
的
物
の
滅
失
に
よ
っ
て
生
す
る
所
の
・
目
的
物
の
代
物
な
り
と
い
う
代
物
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

論
は
、
こ
れ
を
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　七
　
む

〔

す

び

　
　
　
以
上
、
長
々
と
多
く
の
肯
定
説
の
論
拠
を
検
討
し
て
き
た
ガ
、
結
局
、
吾
々
は
、
こ
れ
ま
で
に
発
表
せ
ら
れ
た
肯
定
論
を
以
て
、
問
題

　
　
を
肯
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
到
達
し
た
。
し
か
し
、
挫
済
界
の
激
し
い
需
要
は
問
題
を
肯
定
す
べ
き
と
乏
を
要
請

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ボ
　

　
　
し
、
単
に
物
上
代
位
に
よ
る
抵
当
権
者
の
保
護
以
上
の
、
強
力
な
被
担
保
債
権
確
保
の
方
法
を
色
々
と
考
案
し
は
じ
め
て
い
る
。
そ
の
い

　
　
み
で
は
本
問
題
を
肯
定
す
る
か
否
か
は
実
際
界
に
は
さ
程
重
要
な
意
義
を
も
た
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
理
論
的
な
解

，
説
決
は
残
る
の
で
あ
り
・
抵
当
聖
者
が
目
的
物
遠
敷
を
付
す
る
霧
が
あ
る
か
否
窪
検
討
す
る
前
塗
し
て
は
・
こ
れ
を
肯
定
し
て

論
　
　
お
く
こ
「
と
が
必
要
で
あ
る
。
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論説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
八
）

　
ド
イ
ツ
。
フ
ラ
ン
ス
な
ど
の
立
法
に
な
ら
っ
て
も
つ
ば
ら
、
立
法
政
策
的
に
解
決
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
抵
当
権
者
と
抵
当
債

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ら
　
　
カ
　
　
マ

務
者
と
の
通
常
の
意
思
を
掛
幽
し
、
か
つ
、
抵
当
信
用
の
助
長
と
い
う
経
済
的
要
請
を
強
調
し
て
民
三
七
二
条
の
類
推
適
用
が
許
さ
れ
る

の
で
は
な
、
い
か
と
憶
測
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
一
応
、
民
法
三
七
二
条
自
体
を
基
礎
と
し
て
は
正
面
か
ら
は
肯
定
し
え
な
い

と
い
う
結
論
で
満
足
す
る
外
な
い
。
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’

（
一
）
　
否
定
説
と
し
て
、
松
波
・
日
本
商
行
為
法
二
二
三
三
頁
以
下
。
村
上
・
保
険
法
論
四
四
〇
頁
。
な
お
、
大
森
・
損
害
保
険
契
約
の
「
損
害
撰
補
し

　
　
契
約
性
（
末
川
論
文
集
第
一
巻
…
三
＝
頁
）
は
、
担
保
物
権
の
物
上
代
位
の
法
則
が
法
理
上
当
然
に
保
際
金
債
権
に
及
ぶ
と
解
す
る
こ
と
は
困
難
で

　
　
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
同
教
授
の
論
交
が
近
く
発
表
さ
れ
る
由
で
あ
る
が
未
だ
参
照
し
え
な
い
。

（
二
）
肯
定
説
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
梅
。
民
法
要
義
物
権
編
三
〇
〇
頁
、
中
島
・
民
法
釈
義
物
権
石
下
一
〇
六
七
頁
以
下
、
石
田
・
担
保
物
権
法
論
上

　
　
ヒ
七
頁
、
我
妻
・
担
保
物
権
法
一
五
七
頁
、
野
津
・
保
際
契
約
法
論
二
四
九
頁
、
田
申
（
誠
）
・
保
険
法
一
八
六
頁
以
下
、
小
町
谷
・
海
商
法
要
義
上

　
　
二
六
八
頁
（
尤
も
、
同
書
二
一
〇
頁
に
よ
れ
ば
、
欄
理
論
的
に
は
保
険
金
債
権
に
責
任
な
し
と
さ
れ
る
）
、
、
な
お
、
鴻
・
抵
当
保
際
の
法
律
的
構
成

　
　
（
法
協
七
一
巻
六
号
一
五
頁
》
の
立
場
は
明
瞭
で
な
い
。

（
三
）
　
ゐ
人
判
大
正
二
●
七
●
五
鼠
《
録
一
九
繭
集
六
〇
九
｝
貝
、
　
大
判
大
正
五
．
山
ハ
．
二
八
民
録
二
一
一
集
一
二
八
一
頁
0

（
四
）
　
物
上
代
位
の
対
象
と
な
る
の
は
、
保
険
金
そ
れ
自
体
で
ば
な
く
、
あ
く
ま
で
も
、
保
険
金
債
権
で
あ
る
。
同
旨
。
≦
一
ぎ
包
丁
O
ω
ω
⑦
百
四
慧
．

　
　
】
）
圃
O
国
噌
。
。
＃
8
犀
ロ
昌
σ
q
創
9
エ
鴫
℃
0
9
Φ
犀
効
鼠
＆
Φ
く
費
ω
一
号
①
凄
昌
σ
q
ω
h
O
箆
O
暑
謬
σ
q
・
（
U
一
ω
ω
）
H
呂
9
ω
●
ω
㎝
．

　
　
石
田
・
前
掲
書
三
一
頁
、
鈴
木
（
隷
）
・
民
商
コ
五
巻
二
〇
二
頁
も
同
旨
を
み
と
め
ら
れ
る
。

（
五
）
　
後
述
各
学
説
を
参
照
。

（
六
）
　
ボ
ァ
ソ
ナ
ー
ド
氏
起
稿
修
正
民
法
草
案
註
釈
第
四
編
二
九
六
頁
に
よ
れ
ば
、
民
法
草
案
一
六
三
八
条
二
項
に
「
保
険
金
が
物
上
代
位
の
目
的
と
な

　
　
る
」
旨
が
明
規
し
て
あ
り
、
こ
れ
は
、
駈
法
た
る
俘
民
法
一
九
五
一
条
皿
項
か
ら
の
転
用
で
あ
る
冒
が
記
し
て
あ
る
が
、
何
故
、
こ
の
明
交
が
新
民

　
　
法
に
敷
け
つ
が
れ
な
か
っ
た
か
そ
の
理
由
を
明
か
に
し
え
な
い
。
な
お
、
同
民
法
草
案
二
一
一
四
〇
条
は
、
　
〔
抵
当
ト
シ
タ
ル
建
物
二
就
キ
其
所
有
者



、

論説

　
　
ノ
為
シ
汐
ル
保
険
ハ
其
抵
当
権
ヨ
有
ス
ル
債
権
者
ヲ
利
ス
。
、
…
：
：
－
」
と
し
て
保
険
金
債
権
の
抵
当
権
に
対
す
る
責
任
を
明
言
し
て
．
い
る
。
ボ
ァ
ソ

　
　
ナ
ー
ド
氏
は
、
か
x
る
保
険
金
の
抵
当
権
に
対
す
る
責
任
の
理
論
的
根
拠
に
っ
炉
て
、
か
な
り
詳
細
に
論
じ
、
理
論
的
に
は
否
定
す
べ
き
で
あ
る
旨

　
、
を
論
ず
る
が
支
持
し
う
る
点
が
多
い
（
同
氏
民
法
草
案
註
訳
第
三
憂
苦
巻
五
三
〇
頁
以
下
）
。

　
　
　
外
国
立
法
例
の
申
に
は
、
明
文
を
以
て
、
抵
当
権
が
保
険
金
債
権
に
及
ぶ
旨
を
定
め
る
も
の
が
多
い
。
ド
民
一
二
一
七
条
1
＝
室
○
条
、
ド
保

　
　
九
七
条
－
一
〇
七
条
、
ス
民
一
八
一
ご
一
条
、
ス
保
五
七
条
王
八
条
、
フ
保
三
七
条
、
オ
保
八
三
条
、
ノ
、
民
一
九
五
一
壁
皿
、
な
ど
。
右
の
立
怯
例
の

　
　
中
、
ヤ
特
に
ド
イ
ツ
法
が
最
も
詳
細
に
抵
当
権
と
保
険
契
約
と
の
関
係
を
規
定
し
て
い
る
が
（
く
σ
q
一
・
烏
口
二
男
管
σ
。
口
霞
8
鴇
b
圃
Φ
国
鉱
9
農
α
興

　
　
く
臼
ω
一
〇
ザ
O
「
ロ
5
α
q
ω
h
O
a
O
毎
P
σ
q
h
牙
象
Φ
甑
旨
。
昏
O
犀
・
（
U
一
ω
ω
）
．
H
O
μ
N
ω
．
H
O
訣
）
、
　
歴
史
的
に
常
に
、
右
の
ド
イ
ツ
現
行
法
の
肯
定
理
論
が
承

　
　
認
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
く
噛
ド
イ
ツ
普
通
法
時
代
の
通
説
（
H
Φ
惹
ρ
H
o
訂
9
。
ず
α
Φ
ω
く
。
お
ぽ
ぴ
軒
口
旨
σ
q
段
8
窪
ω
．
μ
。
。
O
P
吻
瑠
ω
』
⑩
O
l

　
　
憩
お
●
嶺
包
ω
。
。
矯
賞
筍
。
δ
ω
o
げ
旨
置
指
南
h
ρ
②
Q
①
ω
・
出
自
巳
。
尻
『
。
o
げ
戸
切
傷
．
Q
。
胡
．
ω
◎
。
画
津
戸
餌
・
）
、
な
ら
び
に
判
例
（
国
●
α
●
O
臼
『
●
し
d
伽
●

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
b
。
刈
ψ
H
嚇
切
山
●
謡
ω
・
8
b
⇔
肋
ゆ
P
刈
。
。
ω
・
嵩
b
の
F
勲
）
．
は
、
こ
れ
を
否
定
し
た
の
で
あ
り
、
わ
ず
か
に
、
少
数
説
（
妻
言
鳥
。
。
魯
。
こ
…

　
、
℃
ρ
5
鳥
。
犀
け
．
一
ω
・
財
H
◎
◎
・
》
β
§
．
ゆ
ω
・
b
O
溢
Q
Q
“
ピ
首
や
ヨ
ρ
ロ
P
ぎ
智
鐸
ぴ
9
騰
●
ユ
一
U
o
α
q
ヨ
．
菌
ω
9
b
⇔
O
）
が
、
こ
れ
を
肯
定
し
た
に
止
っ
た
。

　
　
し
か
し
、
一
方
で
、
物
的
信
用
保
護
強
化
の
必
要
は
蓋
々
高
め
ら
れ
た
が
、
そ
れ
に
も
不
拘
．
ド
イ
ツ
普
通
法
時
代
の
通
説
が
か
x
る
経
済
的
要
請

　
　
に
応
ず
る
こ
と
を
頑
迷
に
拒
否
し
た
た
め
に
、
い
き
お
い
、
各
地
方
の
特
別
法
が
、
そ
の
た
め
の
救
済
手
段
を
講
ぜ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
位
そ
れ
ら

　
　
は
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
結
局
、
保
際
金
債
権
の
抵
当
権
に
対
す
る
責
任
を
み
と
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
B
G
B
は
、
か
x
る
地
方
特
別
法
の
明
交
．

　
　
と
、
経
済
界
の
要
請
に
促
さ
れ
て
、
前
述
の
明
丈
を
繋
げ
た
と
い
わ
れ
る
。
右
の
ド
ィ
ヅ
の
歴
史
的
事
情
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
＜
賢
Ω
Φ
目
Φ
房

　
．
蜜
2
窪
ぴ
。
茜
冒
Φ
〈
。
邑
曾
Φ
「
暮
。
q
。
・
冨
一
。
窪
α
。
ω
田
σ
。
活
け
｛
強
震
ω
Φ
一
席
ω
巨
審
一
g
噌
＝
囮
℃
。
g
昼
げ
。
寡
け
。
8
昌
薯
琶
傷
隆
。
冨
ω
お
H
o
研

　　

ｲ
・
・
h
h
・
（
u
琶
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
刷

（
七
〉
国
冨
①
呂
2
σ
q
鴇
く
。
邑
9
①
歪
5
σ
Q
巽
。
。
二
日
。
。
器
ω
・
ω
」
o
。
。
燭
ω
O
o
協
h
●
ω
8
鰯
醤
謡
h
・
な
お
、
、
口
亀
ω
ω
ρ
ぎ
中
華
旨
α
q
餌
答
。
房
↑
臣
●
朝
ψ
　
“

　
　
卜
・
ω
録
も
同
説
と
蟹
れ
て
い
る
（
ω
（
》
●
　
閑
凶
び
び
Φ
5
け
吋
O
℃
”
曽
●
9
0
。
（
》
）
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
銘



ノ

論説、

（
八
）
　
凌
ぴ
ぴ
Φ
昌
欝
。
”
・
鋤
●
鋤
．
O
．
ω
．
凱
ω
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
8

（
九
）
　
9
〈
．
O
凶
①
「
犀
。
．
U
一
Φ
〈
2
ω
圃
。
び
⑦
凄
口
α
q
ω
〈
①
答
同
鋤
σ
q
ぴ
Φ
繭
旨
2
圃
。
の
o
o
－
ぴ
鑓
口
。
ず
一
宗
b
d
●
Ω
．
】
毘
言
弾
ず
①
誌
づ
o
q
の
冒
訂
げ
ω
鈍
麟
O
　
ω
・
ω
◎
o
㎝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
働

　
」
h
な
お
、
＜
晦
琵
巴
三
。
・
ヒ
同
。
＜
・
旨
茜
・
・
。
鼠
い
・
圃
斡
§
・
・
臼
田
u
き
。
密
。
ψ
㎝
舞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

（
δ
ワ
重
く
・
9
Φ
噌
犀
①
p
勲
O
・
囚
p
R
一
蜜
鋤
貫
目
。
¢
鋤
律
口
口
・
・
傷
①
N
男
。
缶
①
・
ロ
ロ
・
…
①
・
・
①
ロ
ユ
。
5
Q
・
霧
信
α
。
〈
。
同
の
圃
9
。
殴
。
『
讐
憎
島
⑦
2
3

　
　
出
矯
娼
。
島
。
評
日
O
μ
O
ψ
戯
の

（
一
一
）
　
＜
σ
q
囲
・
ω
窓
口
Φ
置
Φ
び
ぎ
H
①
凶
響
．
N
∵
h
国
・
菊
・
μ
8
0
ψ
8
②
閉
一
ぴ
9
⇒
窪
。
罰
帥
●
p
O
．
ψ
綬
●
．

（
コ
一
）
団
署
B
①
導
・
貯
冒
9
貯
α
q
ω
q
9
葺
堕
拝
u
。
α
q
ヨ
・
切
9
刈
・
ψ
賠
h
h

（
二
ご
）
於
保
「
将
来
の
権
利
の
処
分
し
財
産
管
理
権
論
序
説
く
昭
2
9
）
コ
八
一
頁
以
下
は
、
条
件
付
債
権
の
処
分
の
可
能
性
と
処
分
の
対
抗
要
件
と
に

　
　
つ
い
て
詳
細
で
あ
る
。
青
山
∵
保
険
契
約
論
三
二
一
頁
は
、
被
保
険
利
益
の
移
転
を
伴
う
場
合
に
の
み
、
条
件
付
保
険
金
債
権
の
譲
渡
を
み
と
あ
ら
’

　
　
れ
る
に
反
し
、
野
津
・
前
掲
書
二
七
六
頁
は
、
被
保
険
利
益
を
伴
わ
ず
し
て
条
件
付
保
険
金
債
権
の
み
を
切
離
し
て
譲
渡
し
う
る
と
さ
れ
る
。

（
一
四
）
「
こ
の
場
合
、
民
四
六
七
条
－
項
の
準
用
が
あ
り
、
通
知
。
承
諾
を
以
て
対
抗
要
件
と
す
る
と
解
す
る
説
と
し
て
、
野
津
・
前
揚
書
二
七
七
頁
。

　
　
な
お
・
保
険
金
債
権
の
質
パ
に
つ
い
て
も
・
第
三
債
務
者
た
る
保
険
者
に
対
す
る
対
抗
要
件
と
し
τ
・
通
知
・
承
諾
が
要
求
せ
ら
れ
る
（
民
三
六

　
　
四
）
。
判
例
も
こ
の
理
を
承
認
し
、
学
説
も
こ
れ
に
賛
成
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
大
判
昭
和
九
。
十
コ
・
二
八
・
漁
民
十
三
巻
一
ご
ニ
ハ
一
頁
）
。

　
　
於
保
・
前
掲
三
三
二
頁
参
照
。

（
一
五
）
　
岡
松
「
代
位
ノ
性
質
」
法
学
志
林
十
巻
四
号
三
八
頁
以
下
。

（
一
六
）
　
＜
α
q
一
・
　
リ
自
①
鴇
①
5
げ
①
戦
顎
P
　
．
離
・
6
）
●

（
一
七
）
　
餌
・
P
・
O
・
、

（
一
八
）
　
目
的
物
滅
失
を
以
て
、
直
ち
に
抵
当
権
者
に
損
害
あ
り
と
は
い
い
切
れ
ず
、
た
と
い
損
害
あ
り
と
す
る
も
、
其
損
害
額
算
定
困
難
の
故
に
、
東

　
　
京
地
裁
・
馨
り
一
一
・
五
。
｝
四
の
有
名
な
判
決
も
、
挾
義
の
抵
当
保
険
め
成
立
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
が
」
学
説
は
多
く
こ
れ
を
非
難
す
る
。
（
野

‘



～

、
／

㌔

払舜冊 説

　
　
津
。
新
法
学
課
集
一
．
六
巻
一
．
八
八
頁
な
ど
）
。
　
鴻
艦
前
掲
論
文
五
〇
五
頁
以
下
は
、
こ
の
判
例
の
不
当
性
を
論
証
し
な
が
ら
、
あ
る
べ
き
抵
当
保
険

　
　
の
法
律
的
な
構
成
を
試
み
た
す
ぐ
れ
た
論
丈
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
㌧
　
　
　
　
　
、
　
　
　
．
．

（
一
九
）
　
後
述
六
三
頁
以
下
参
照
。
同
旨
、
閑
①
冨
ぴ
o
o
ド
9
0
缶
鉱
ρ
α
●
＜
o
N
幹
－
男
9
α
艘
鉾
h
●
缶
恩
。
暮
。
閃
ζ
●
O
毎
a
ω
o
げ
巳
α
o
”
H
8
μ
ψ
臼

（
二
〇
）
　
ま
巽
巴
房
識
ヨ
ヨ
。
郎
戯
】
≦
o
矯
。
昌
ぴ
臼
σ
q
唖
僧
●
①
・
O
・
ρ
日
O
．

（一

�
j
　
↑
＜
・
O
凶
。
美
。
』
）
凶
σ
＜
o
謎
㌔
周
o
a
巽
α
q
●
ぴ
。
間
く
。
鼠
口
ω
ω
o
嵜
ロ
σ
q
α
霞
く
。
誘
凶
。
ゲ
。
再
。
づ
ω
①
9
0
口
吻
ω
1
9
ω
．
◎
◎
跨
（
H
Q
。
O
O
）
。

（
二
二
）
　
「
保
険
契
約
は
、
純
粋
に
人
心
な
債
権
関
係
（
冨
ぎ
℃
9
ω
α
巳
甘
地
o
O
げ
一
一
α
Q
暮
一
〇
昌
）
で
あ
る
か
ら
、
保
険
契
約
よ
り
生
ず
る
権
利
義
務
は
、
契

　
　
約
当
事
者
を
拘
束
す
る
の
み
で
、
こ
れ
以
外
の
者
の
介
入
を
許
さ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
抵
当
権
者
が
、
被
保
険
者
の
取
得
す
る
一
身
専
属
的
な
保

　
「
険
金
債
権
の
上
に
権
利
を
有
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」
と
す
る
の
が
、
ド
イ
ツ
普
通
法
時
代
の
通
説
判
例
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
ロ
レ
マ
法
の
伝

　
　
統
に
し
た
が
っ
て
、
物
権
と
債
権
と
を
峻
別
す
る
立
場
迄
基
く
・
も
の
で
あ
る
が
、
保
険
金
債
権
の
一
身
専
属
性
は
現
在
で
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。

・
　
＜
σ
q
ド
℃
磐
】
工
。
饗
。
肯
F
≦
凶
。
ず
黒
け
。
昌
傷
o
B
缶
矯
℃
o
爵
。
閃
碧
α
凶
。
＜
・
－
o
q
o
冠
興
づ
碧
ず
α
o
日
O
①
ω
①
訂
げ
ロ
9
H
8
b
の
ω
・
H
↑

（
一
、
一
三
）
岡
●
〈
●
9
。
鱒
9
鐸
φ
ρ
貯
甘
巴
凝
。
・
蜜
ぽ
ぴ
．
b
ご
9
ら
ψ
ら
巽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
二
四
）
↑
質
．
O
す
鱒
。
・
勲
騨
◎
・
、
ψ
・
戯
ω
ω
・
と
こ
ろ
で
、
O
ω
ω
①
一
目
号
μ
①
・
9
・
、
O
・
ψ
b
こ
刈
も
、
従
物
説
に
対
す
る
と
、
同
じ
非
難
が
、

　
　
ギ
ー
ル
ヶ
に
も
妥
当
す
る
と
し
て
い
る
。

（
二
五
）
男
O
ぎ
げ
σ
o
閑
9
。
．
9
。
●
O
．
ψ
8
庸
な
ど
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
「
　
　
　
　
　
　
　
　
・
．
　
　
　
　
　
・

（
二
六
）
　
た
と
え
ば
、
自
①
三
三
σ
q
鳩
P
勲
O
・
ψ
畠
山
↑
．
》
謬
旨
・
H
嶺
①
罰
缶
9
σ
q
o
P
貯
旨
げ
o
N
ぎ
σ
q
ω
冒
浮
ぴ
●
b
σ
阜
鰹
¢
Q
◎
Q
◎
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
　
　
、

　
　
男
一
げ
げ
。
昌
自
。
℃
噂
鋤
・
ρ
O
●
ω
・
軌
戯
i
凱
凱
・

（
二
七
）
　
同
旨
、
山
田
。
ド
イ
ツ
物
権
法
概
説
一
一
頁
以
下
（
昭
2
4
）
。
し
か
し
、
勢
揃
民
法
の
解
釈
と
し
て
は
、
不
動
産
も
従
物
性
を
も
ち
ぢ
る
と
さ

　
　
れ
る
が
（
我
妻
・
民
法
総
則
三
三
七
頁
な
ど
）
債
権
が
従
物
性
を
’
も
ち
え
な
い
点
は
同
じ
で
あ
る
。

（
＝
八
）
　
同
じ
理
由
で
従
物
説
を
否
定
す
る
も
の
と
し
て
、
　
缶
p
。
α
q
o
P
騨
鐸
O
・
富
。
貿
。
け
貫
勢
・
鉾
O
●
ψ
H
N
　
ω
8
σ
げ
ρ
仁
①
コ
山
ぴ
麟
。
び
ロ
。
ω
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雫

」

’

　
　
　
　
　
U
o
客
ω
o
げ
σ
．
宮
司
ぐ
餌
詳
①
o
ゴ
農
b
の
ヒ
ご
9
ω
僧
馬
ド
ω
●
、
置
旧
〉
昌
琶
．
島
’
　
ド
イ
ツ
の
同
旨
判
例
と
し
て
、
男
σ
O
●
同
・
切
P
．
μ
b
Ω
・
層
頃
噌
・
自
d
答
。
篇

説　
　
　
　
　
く
●
貯
臼
鶴
巳
、
μ
◎
◎
Q
◎
禽
ド
．
．
．
・
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
．

論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　
　
へ
二
九
）
　
債
権
の
物
語
の
例
と
し
て
、
ギ
ー
ル
．
ヶ
は
、
・
》
．
い
鐸
’
学
◎
。
，
吻
醇
＄
，
（
保
険
目
的
物
譲
渡
に
よ
り
、
当
然
保
険
金
債
権
も
譲
渡
さ
れ
る

　
　
　
　
　
旨
の
規
定
）
や
、
U
9
。
ω
℃
話
q
の
ω
凶
ω
9
①
臣
σ
q
①
三
⊆
ヨ
ω
臼
ξ
①
吾
の
o
q
Φ
ω
。
蔚
勤
ゆ
ω
9
ω
ド
（
保
険
金
債
権
の
抵
当
権
に
対
す
る
責
任
を
明
規
す
る

　
　
　
　
．
も
の
で
、
B
G
B
伊
二
一
七
条
の
前
身
と
解
さ
れ
る
）
、
類
・
O
●
寅
噸
吻
吻
8
戯
「
O
O
伊
を
あ
げ
、
現
行
法
上
の
例
と
し
て
し
d
●
O
．
b
σ
●
吻
ド
O
合

　
　
　
　
　
》
σ
幹
，
一
（
用
益
権
者
に
対
す
る
保
険
金
債
権
．
の
責
任
）
や
、
　
＜
．
＜
9
0
・
吻
＄
（
保
険
目
的
物
譲
渡
の
際
、
譲
受
人
が
保
険
金
債
権
に
代
位
す

　
　
　
　
　
る
旨
の
規
定
）
を
あ
げ
、
更
に
、
］
≦
貯
8
の
物
権
的
効
力
や
、
プ
ロ
シ
ア
に
お
け
る
買
戻
権
堵
一
①
画
韓
冨
焦
ω
冷
。
響
を
あ
げ
て
い
る
　
△
｝
・
〈
．

　
　
　
　
　
Q
一
巽
閃
。
”
U
δ
＜
n
鳴
。
民
ユ
Φ
≡
旨
σ
q
げ
①
一
く
①
議
二
の
ω
o
震
”
α
q
自
Φ
曰
く
。
吋
ω
一
〇
ず
①
ユ
昌
ω
帥
。
げ
o
H
Q
◎
O
P
ψ
　
H
O
》
鯵
露
’
刈
）
。

　
　
　
（
竃
O
）
　
旨
く
ボ
O
剛
。
民
閃
⑦
斜
9
’
◎
●
ψ
μ
蔭
璽
句
〇
二
①
q
巳
9
。
戦
吋
⑦
の
説
明
が
あ
る
が
、
牽
強
付
会
の
感
が
あ
る
。

　
　
　
n
コ
ニ
）
・
更
に
、
物
化
理
論
に
よ
っ
て
ほ
、
保
険
の
目
的
物
が
一
旦
滅
失
し
た
后
、
再
建
さ
れ
た
場
合
に
は
、
保
険
金
債
権
の
責
任
が
消
滅
す
る
旨
の

　
　
　
　
　
B
G
B
一
一
三
〇
条
の
月
震
が
で
き
な
い
点
が
指
摘
さ
れ
る
（
＜
σ
q
ド
、
≦
－
農
期
イ
O
o
簿
ω
o
ザ
鈴
9
U
δ
ゴ
団
唱
。
夢
。
貯
β
。
賊
同
ω
o
び
①
缶
鉱
ε
昌
σ
q
血
韓

　
　
　
　
　
く
1
－
h
o
桟
山
突
酒
家
⑬
昌
鋤
6
財
塵
。
旨
「
じ
ロ
・
O
・
じ
σ
’
．
6
0
Q
◎
ρ
爲
柔
・
．
男
一
ぴ
ぴ
。
⇒
瑛
。
℃
餌
●
鉾
O
．
ψ
、
凱
蔭
●
自
・
、
9
Ω
．
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

（
三
二
．
）

（
三
三
）

（
慧
西
）

（
三
五
）

（
三
六
）

（
三
七
）

（
三
八
）

前
述
．
註
㈲
．
参
照
。
‘

物
権
の
ゼ
本
暫
〔
上
当
然
で
あ
る
。

横
田
h
物
上
代
位
を
論
ず
L
国
家
及
び
国
家
学
六
巻
三
号
　
一
頁
。

日
本
に
お
け
．
る
価
値
権
論
者
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
石
田
・
投
資
抵
当
権
の
研
究
扁
一
一
頁
。

同
旨
、
石
田
σ
、
担
保
．
物
権
法
論
上
五
六
頁
。

こ
の
理
を
前
提
す
る
如
く
解
せ
ら
れ
る
叙
述
は
、
石
田
・
前
掲
書
六
九
頁
、
勝
本
・
担
保
物
権
法
上
一
六
頁
。

代
物
理
論
の
源
は
窃
・
・
遠
く
妻
貯
戯
ω
。
ゲ
①
賦
に
さ
か
の
ぼ
る
（
≦
凶
巳
ω
o
ず
畠
。
筐
”
、
弓
⇔
す
鮮
ド
．
吻
謹
㏄
N
鱒
》
P
ヨ
・
縛
ψ
二
日
。
。
は
、
．

ロ
ー
マ
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法
の
「
℃
希
ユ
ロ
目
。
ゆ
億
o
o
o
置
け
宣
一
〇
。
縄
ヨ
H
o
ど
9
『
⑦
ω
言
ざ
。
ロ
ヨ
b
①
鳳
慈
」
の
原
則
が
保
険
金
債
権
に
も
妥
当
す
る
6
け
だ
し
、
担
保
権
は
、
．

目
的
物
の
交
換
価
値
を
把
握
す
る
も
の
で
保
険
金
債
権
は
目
的
物
の
残
存
価
値
と
い
う
べ
き
で
あ
る
故
、
．
と
す
る
。
こ
の
立
場
は
ト
首
℃
ヨ
p
。
言
’

ω
冨
ロ
α
言
o
q
①
鴇
∵
口
9
。
p
o
評
ら
に
よ
っ
て
租
述
さ
れ
た
。
こ
の
点
の
詳
細
は
、
国
幽
明
冨
魯
烈
U
凶
。
缶
9
窪
⊆
づ
α
q
α
o
憎
周
。
益
霞
口
づ
σ
q
σ
q
①
σ
身
Φ
p
α
o
昌

O
o
げ
習
氏
①
＜
o
屋
ぎ
げ
①
『
o
場
凄
月
亀
一
〇
国
団
》
o
爵
。
犀
H
O
H
O
ψ
閉
》
づ
ヨ
パ
日
O
参
照
）
。

（
三
九
）

（
四
〇
）

（
四
一
）

（
四
コ
）す

な
わ
ち
、

■
い
の
で
翫
っ
て
、
交
換
価
値
が
、
反
対
給
付
義
務
を
負
う
相
手
方
に
取
得
さ
れ
て
現
に
何
ら
か
の
形
で
存
続
し
て
い
る
こ
と
を
要
す
る
と
考
え
る
。

売
買
・
賃
貸
借
の
場
合
な
想
起
す
れ
ば
、
こ
の
点
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
不
法
行
為
に
よ
り
目
的
物
が
滅
失
し
た
こ
色
に
基
い
て
発
生

す
る
損
害
賠
償
債
権
は
こ
の
意
昧
で
、
物
の
交
換
価
値
の
代
物
と
は
い
え
な
い
が
、
土
地
収
用
に
基
く
補
償
金
は
代
物
と
い
っ
て
よ
い
と
思
う
。

　
ま
た
、
物
の
代
物
と
い
い
う
る
た
め
に
は
、
物
の
交
換
価
値
目
体
が
、
代
物
に
対
し
て
対
価
的
関
係
に
立
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
変
形

物
が
本
来
の
物
に
対
す
る
対
価
で
あ
る
と
同
時
κ
、
本
来
の
物
目
体
が
変
形
物
に
対
し
て
対
価
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
要
す
る
と
考
え
る
。
も
し
、

か
x
る
憶
測
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
売
買
代
金
に
り
い
て
は
、
そ
の
対
価
は
目
的
物
の
交
換
価
値
目
配
で
あ
る
。
別
言
す
れ
ば
、
売
買
の
場
合
、

売
主
は
物
の
引
渡
以
外
に
、
別
に
出
損
を
必
要
と
し
な
い
が
、
保
険
金
に
対
す
る
対
価
は
、
既
に
消
失
し
て
し
ま
っ
た
目
的
物
の
交
換
価
値
目
体
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ

あ
る
と
は
い
い
え
な
い
。
け
だ
し
、
世
俗
的
に
は
、
整
磁
保
険
金
額
が
目
的
物
の
交
換
価
値
に
相
当
す
る
場
合
が
多
い
か
ら
、
恰
も
保
険
金
は
目
曲

物
の
交
換
価
値
で
あ
る
か
の
如
く
考
え
ら
れ
易
い
が
、
必
ず
し
慰
保
険
理
論
上
当
然
に
は
保
険
金
額
と
目
的
物
の
交
換
価
値
と
の
間
に
拘
束
的
関
係

（
保
険
金
額
は
目
的
物
の
交
換
価
値
以
上
で
あ
る
こ
と
も
以
下
で
あ
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
と
い
5
い
み
の
）
ほ
な
い
の
で
あ
る
。
保
険
金
債
権
発

我
国
に
お
い
て
も
、
代
物
説
を
基
礎
と
し
て
問
題
を
肯
定
す
る
も
の
が
多
い
。
前
註
ω
の
諸
手
献
参
照
。

同
旨
。
大
森
・
損
害
保
険
契
約
の
「
損
害
唄
補
契
約
性
」
三
二
〇
頁
。

O
O
菖
ω
O
げ
繊
血
P
騨
O
●
ω
覧
H
b
●
●
国
①
一
昌
げ
⑦
O
閃
P
9
●
O
●
ω
・
㎝
㎝
．

物
の
交
換
価
値
の
代
物
で
あ
る
と
い
い
5
る
た
め
に
ば
、
幽
物
の
交
換
価
値
自
体
が
、
変
形
物
に
対
t
て
対
価
的
関
係
に
あ
る
こ
と
を
要
す
る
。

　
　
　
目
的
物
が
保
険
金
に
対
し
て
対
価
的
関
係
に
立
つ
た
め
に
は
、
少
べ
共
、
保
険
金
債
権
発
生
の
当
時
、
物
学
体
が
失
わ
れ
て
は
な
ら
な
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生
の
た
め
に
は
、
物
自
体
の
滅
失
と
は
別
箇
に
、
保
険
料
と
い
皆
出
損
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
，
結
局
、
保
険
金
ば
保
険
料
の
対
価
で
は
あ
つ

　
　
て
も
、
滅
失
し
た
物
の
交
換
価
値
の
変
形
物
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

（
四
三
）
　
保
険
料
に
対
す
る
対
価
が
、
保
険
者
の
麦
払
5
保
険
金
で
あ
る
か
そ
れ
と
も
危
険
負
担
で
あ
る
か
は
、
保
険
契
約
の
有
償
性
を
め
ぐ
る
困
難
な

　
　
問
題
で
あ
る
が
、
現
実
に
保
険
事
故
が
発
生
し
た
後
に
支
払
わ
れ
る
保
険
金
に
つ
い
て
は
、
少
く
共
、
保
険
料
の
対
価
と
し
て
麦
払
わ
れ
る
と
い
り
噛

　
　
て
差
支
え
あ
る
ま
い
の
保
険
契
約
の
有
償
性
に
つ
い
て
は
、
大
森
・
保
険
契
約
の
法
的
構
造
一
頁
以
下
の
詳
細
な
論
述
参
照
。

（
四
四
）
　
保
険
金
債
権
は
保
険
事
故
発
生
に
よ
っ
て
初
め
て
発
生
す
る
も
の
に
あ
ら
ず
し
て
保
険
契
約
成
立
当
初
か
ら
条
件
付
債
権
と
し
て
成
立
し
て
い

　
　
る
も
の
で
、
当
初
か
ら
抵
当
権
に
対
し
て
責
任
を
負
う
も
の
で
あ
る
。
＜
σ
q
ド
男
ま
σ
o
昌
霞
8
勲
ρ
○
・
堕
b
δ
ド
｛
h
●

（
四
五
）
　
同
じ
理
由
で
代
物
理
論
を
否
定
す
る
も
の
と
し
て
、
O
o
欝
の
魯
巴
真
虹
鱒
ρ
ψ
μ
c
。
”
O
o
一
8
冠
8
9
。
二
曲
①
・
O
φ
論
断
粋
　
な
お
嵐
。
謡
く
ゆ

　
　
b
d
鳥
・
團
ω
・
①
研
O
h
●
参
照
。

（
四
六
）
　
通
常
、
銀
行
な
ど
で
不
動
産
貸
付
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
　
「
根
抵
当
直
販
度
契
約
賊
が
結
ば
れ
、
そ
の
約
款
に
基
い
て
、
消
費
貸
借
契
約
の

　
　
終
了
に
至
る
楼
で
抵
当
目
的
物
に
つ
き
損
害
保
険
契
約
（
多
く
は
家
屋
火
災
保
険
）
を
締
結
す
べ
き
義
務
を
、
抵
当
債
務
者
に
負
担
せ
し
め
て
い
る
。

　
　
か
N
る
付
保
の
特
約
が
あ
れ
ば
別
だ
が
、
か
X
る
特
約
な
く
し
て
も
、
抵
当
権
設
定
と
同
時
に
、
当
然
に
所
有
者
（
借
主
）
は
抵
当
目
的
物
に
保
険

　
　
を
付
す
べ
き
義
務
が
あ
り
、
借
主
が
こ
の
義
務
を
怠
る
場
合
に
は
、
抵
当
権
者
が
借
主
の
名
に
お
い
セ
保
険
契
約
を
結
び
、
保
険
料
を
一
時
立
替

　
　
身
て
支
払
い
、
後
に
保
険
料
相
当
額
を
債
務
者
か
ら
徴
収
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
と
い
う
問
題
が
、
い
わ
ゆ
る
「
抵
当
債
務
者
の

　
　
付
保
義
務
」
の
問
題
で
、
ド
イ
ツ
で
は
こ
れ
を
肯
定
し
た
判
例
学
説
が
あ
る
（
Ω
o
目
。
昌
ω
蜜
。
く
。
旨
①
お
』
・
p
。
・
ρ
ω
・
臼
識
）
日
本
に
お
い
て

　
　
竜
、
民
二
二
七
条
二
号
を
キ
ソ
に
し
て
肯
定
し
5
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
が
、
た
と
い
こ
の
間
題
を
肯
定
し
て
抵
当
債
務
者
の
付
保
義
務
を
み

　
　
と
め
た
所
で
、
抵
当
権
の
効
力
が
保
険
金
に
及
ば
ぬ
と
い
う
事
で
あ
れ
げ
、
付
保
義
務
を
肯
定
す
る
こ
乏
目
遣
が
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
。
こ
の
点
に

　
　
本
研
究
の
動
機
が
あ
る
。

（
四
七
）
　
抵
当
権
者
特
約
条
項
や
債
権
保
全
火
災
保
険
契
約
に
つ
い
て
は
・
損
害
保
険
研
究
一
四
巻
三
号
（
石
田
総
論
交
）
同
一
四
巻
四
号
（
野
津
。
大

　
　
島
両
氏
論
女
）
同
噺
五
巻
一
号
（
三
輪
氏
論
文
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
「

（
四
八
）
　
越
聖
霊
㈹
に
か
X
げ
た
外
「
国
立
法
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
一
九
五
五
・
二
・
九
・
稿
1
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